
国は以下の前倒しに必要なワクチンを自治体に供給する。

①a) 本年１月から、医療従事者等（約600万人）、b) 高齢者施設等入所者等（約900万人）の接種間隔を2ヵ月前倒し

②c) 本年２月から、その他高齢者（約1,700万人）の接種間隔を1ヵ月前倒し

③c) 本年３月から、その他高齢者の接種間隔を更に1ヵ月前倒し、d)一般・職域（約5,500万人）も１ヵ月前倒し

※目途が立った自治体では、市中にある未使用ワクチンなども活用して、 ②・③についてさらに前倒しを行う。
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